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本書では読みやすくするため、次の用語を省略して記載しています。 

広域計画・・・・・・青森県後期高齢者医療広域連合広域計画のこと。 
 

広域連合・・・・・・青森県後期高齢者医療広域連合のこと。 
 

関係市町村・・・・・広域連合を組織する青森県内の４０市町村のこと。 
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広域計画は、地方自治法第２９１条の７や広域連合規約第５条の規定に基

づき策定する計画です。 

本計画においては、後期高齢者医療制度を適正かつ安定的に運営していく

ため、基本方針や広域連合と関係市町村がそれぞれ処理する事項等を定めま

す。 

広域連合と関係市町村は、広域計画に基づき、相互に役割を分担するとと

もに、連絡調整を図りながら、後期高齢者医療制度に係る事務を総合的かつ

計画的に行います。 

 

 

 

 

（１）本県の現状 

① 高齢者人口等の状況 

平成２７年における本県の高齢化率は３０．１％、７５歳以上人口割

合は１５．４％となっており、いずれも全国と比較して割合が高く、高

齢化が進んでいる状況にあります。 

また、本県の将来推計人口をみると、総人口は徐々に減少していくも 

のの、６５歳以上人口は当面増加を続け、令和７年頃をピークにその後、

減少に転じています。 

しかし、総人口に対する７５歳以上人口の割合や６５歳以上人口に対

する７５歳以上人口の割合は年々増加するものと見込まれています。 
 

青森県の将来推計人口 
 

（単位：千人） 

 

区  分 平成２２年 平成２７年 令和２年  令和７年  令和１２年  令和１７年  令和２２年  

総人口 (A) 1,373 1,308 1,236 1,161 1,085 1,009 932 

65歳以上人口 (B) 353 391 414 415 408 397 387 

75歳以上人口 (C) 180 199 212 237 250 248 240 

高齢化率 (B)/(A) 25.8% 30.1% 33.5% 35.8% 37.6% 39.3% 41.5% 
総人口に対する75 

歳以上人口の割合 
(C)/(A)

 13.1% 15.4% 17.2% 20.4% 23.0% 24.6% 25.8% 

65歳以上人口に対 
(C)/(B)

 
する75歳以上人口 51.0% 50.9% 51.2% 57.1% 61.3% 62.5% 62.0% 

全 
国

平 
均 

高齢化率 23.0% 26.8% 29.1% 30.3% 31.6% 33.4% 36.1% 

75歳以上人口の割合 11.1% 13.0% 15.1% 18.1% 19.5% 20.0% 20.7% 

※資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成25年3月推計）」より広域連合作成      

平成22、27年については「国勢調査人口等基本集計結果（総務省統計局公表）」による。 

１ 広域計画の趣旨 

２ 現状と課題 
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② １人当たりの医療費 

平成２７年度における後期高齢者医療の１人当たりの医療費を見る

と、本県は８２７,８５７円で全国平均の９４９,０７０円より低く、

全国では４０番目となっています。 

また、医療費は年々、増加傾向にあるものの、全国平均を下回って

推移しています。 

 
１人当たりの医療費の全国比較（平成２７年度） 

※資料：後期高齢者医療事業年報（厚生労働省） 

 
 

１人当たりの医療費の推移 
 

※資料：後期高齢者医療事業年報（厚生労働省） 
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③ 疾病分類別医療費 

循環器系の疾患の占める割合が最も高く、次いで筋骨格系及び結合

組織の疾患、新生物、腎尿路生殖器系の疾患の順となっています。 

また、生活習慣病と言われる疾患（高血圧性疾患、腎不全、悪性新

生物など）が、約３割を占めています。 

 
※資料：当広域連合調査による。（平成２８年４月診療分～平成２９年３月診療分） 

 

〔参考 主な疾患名と傷病名〕 

主な疾患名 主な傷病名 

 

循環器系の疾患 
その他の心疾患、高血圧性疾患、脳梗塞、虚血性心疾患、その他の循環器系の疾患、脳内出血 

（6.2%） （5.6%） （4.2%） （2.2%） （0.9%） （0.9%） 
 

筋骨格系及び結合組織の疾患 
骨の密度及び構造の障害、その他の筋骨格系及び結合組織の疾患、関節症 

（3.2%） （2.0%） （1.9%） 
 

新生物〈腫瘍〉 
その他の悪性新生物〈腫瘍〉、気管、気管支及び肺の悪性新生物〈腫瘍〉、結腸の悪性新生物〈腫瘍〉 

（4.2%） （1.3%） （1.1%） 
 

腎尿路生殖器系の疾患 
腎不全、その他の腎尿路系の疾患、前立腺肥大（症）、糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 

（6.6%） （1.4%） （0.9%） （0.4%） 
 

消化器系の疾患 
その他の消化器系の疾患、胃潰瘍及び十二指腸潰瘍、胆石症及び胆のう炎、胃炎及び十二指腸炎 

（4.2%） （1.2%） （0.8%） （0.8%） 
 

神経系の疾患 
アルツハイマー病、その他の神経系の疾患、パーキンソン病、てんかん 

（3.4%） （2.3%） （0.9%） （0.3%） 
 

呼吸器系の疾患 
その他の呼吸器系の疾患、肺炎、慢性閉塞性肺疾患、喘息、アレルギー性鼻炎 

（2.4%） （1.8%） （0.9%） （0.8%） （0.3%） 

（ ）…総医療費に占める割合 

 

④ 健康診査受診率 

本県の健康診査受診率は、年々、伸びていますが、全国平均を下回っ

ている状況にあります。 

 
健康診査受診率の推移 

 

区 分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

青森県 19.21％ 20.53％ 21.78％ 23.16％ 23.97％ 

全国平均 24.5％ 25.1％ 25.6％ 27.6％ 28.7％ 

※資料：当広域連合調査による。（平成２８年度における全国平均は見込み） 
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⑤ 保険料収納率 

本県の特別徴収分及び普通徴収分を併せた保険料収納率は全国平均並

みに推移していますが、普通徴収分の保険料収納率は全国平均を下回っ

ている状況にあります。 

 
保険料収納率の推移 

 

区 分 
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度（速報） 

全体 うち普通徴収 全体 うち普通徴収 全体 うち普通徴収 全体 うち普通徴収 全体 うち普通徴収 

青森県 99.18％ 97.40％ 99.22％ 97.50％ 99.02％ 96.89％ 99.26％ 97.75％ 99.29％ 97.94％ 

全国平均 99.19％ 98.07％ 99.25％ 98.20％ 99.26％ 98.29％ 99.28％ 98.40％ 99.32％ 98.51％ 

※資料：平成 28 年度後期高齢者医療制度の財政状況等について（速報） 

 

 

（２）課題 

近年、生活習慣病患者が増大し、本県の人口動態統計では、死因の５割

を占めるまでに至っています。若い時期から生活習慣を改善することによ

り、生活習慣病の発症や重症化を予防することが重要な課題となっていま

す。 

健康保険法等の一部を改正する法律により、保険者に対し４０歳から７ 

４歳までの方を対象に特定健康診査の実施が義務付けられています。 

このことから、他の保険者が実施する特定健康診査等の取り組みと連携

し、後期高齢者になるまでの健康づくりの必要性を啓発するとともに、後

期高齢者にふさわしい高齢者保健事業の推進に関係機関と連携して取り組

む必要があります。 

後期高齢者は、複数の疾患を有するとともに、加齢に伴う低栄養、筋力

や口腔機能の低下などの心身機能の低下、抵抗力の低下に伴う肺炎などの

感染症の発症、また、高血圧や糖尿病等の生活習慣病のコントロールが不

十分なケースでは栄養面や服薬への配慮が必要な場合も多いと考えられま

す。こうした後期高齢者の特性に応じ、在宅高齢者に対し専門職（医師、

歯科医師、薬剤師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士等）による既存の拠

点（診療所・病院、薬局、地域包括支援センター、保健センター等）を活

用した相談や訪問相談・指導、訪問歯科健康診査の実施など、被保険者の

生活習慣病の重症化予防や心身機能の維持を図るための効果的・効率的な

取り組みの検討が課題となります。 
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広域計画では、高齢者の方々が、医療に対する不安を持つことなく、安心

して医療サービスの提供を受けることができるよう、次の５つを基本方針

とし、関係市町村と相互に役割を担いながら後期高齢者医療制度の適正な

運営を図ります。 

 

（１）事務処理の効率化・適正化 

広域連合と関係市町村との協力・連携、連絡調整を密にすることにより、

被保険者への窓口サービスの向上及び効率的な事務処理に努めます。 

また、マイナンバー制度導入に伴う特定個人情報保護評価書に定めた個

人情報漏えい等のリスク対策に適切に取り組みます。 

さらに、円滑な事務処理に資するため、研修会を開催するなど職員の資

質向上に努めます。 

 

（２）効率的・効果的な財政運営 

医療給付費や事務費等の歳出を的確に見込み、それに合わせた歳入計画

を立て、健全な財政運営に努めます。 

また、「保険料収納対策実施計画」を策定し、関係市町村と連携してきめ細

かな収納対策や短期被保険者証の適正な交付を行うなど、保険料収納率の向上

に努めます。 

 

（３）医療費の適正化 

レセプトの二次点検を強化し、不正・不当利得の発見や第三者行為の求
償等を行い、医療給付費の適正な支出に努めます。 

また、青森県医療費適正化計画との整合を図るとともに、レセプトデー

タを分析し、その結果を医療費通知やジェネリック医薬品の使用促進など

に活用し、医療費の適正化に取り組みます。 

さらに、重複・頻回受診傾向にある被保険者に対して保健指導を行い、

受診の適正化に努めます。 

 

（４）高齢者保健事業の充実 

高齢者の健康の保持・増進、生活習慣病の重症化予防、生活の質の向上

を目的に、健康診査、歯科健康診査を実施するとともに、「健康診査推進計

画」を策定し、受診率の向上を目指します。 

また、健康診査データ及びレセプトデータ等の分析結果を基に「データ

ヘルス計画」を策定し、後期高齢者にふさわしい高齢者保健事業の積極的

な展開を図るとともに、高齢者一人一人に対し、フレイル等の心身の多様

 

３ 基本方針 
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な課題に対応したきめ細やかな保健事業を行うため、運動、口腔、栄養、社

会参加等の観点から市町村における保健事業と介護予防の一体的な実施を推

進します。 

 

（５）広報活動等の充実 

広域連合と関係市町村が連携し、制度の周知・健康づくり・ジェネリッ

ク医薬品使用促進・収納対策などのリーフレットやチラシの作成・配布、

関係機関へのポスターの掲示、新聞広告、ホームページでの情報提供など

を行い、的確でわかりやすい広報活動の実施に努めます。 

また、制度等についての問い合わせや相談に対しても適切に対応します。 
 

 

後期高齢者医療制度の運営に当たって、広域連合と関係市町村は、高齢者の

医療の確保に関する法律及びその政省令等により、運営に係る事務をそれぞ

れが分担して行うよう定められています。 

 
（１） 被保険者の資格管理に関すること 

被保険者資格の取得、喪失、異動の確認や認定、被保険者証等の交付を行

います。 

<広域連合の役割> 

市町村からの情報に基づき、被保険者台帳により被保険者資格情報を管

理し、被保険者資格の認定（取得・喪失・異動の確認）、被保険者証等の

交付、６５歳以上で７５歳未満の一定の障害がある方に対する障害の認定

を行います。 

<関係市町村の役割> 

被保険者からの資格の取得、喪失、異動の届出等の受付、被保険者証の引

渡しや返還の受付を行います。 

 

（２） 医療給付に関すること 

被保険者が、病気やけがで保険医療機関等を受診したとき、自己負担分を

除き、医療給付を行います。 

医療給付には、入院や外来の治療を現物給付する「療養の給付」、現物給

付を受けられなかったとき現金給付として行う「療養費の支給」や、医療費

の自己負担額が高額となり一定の金額（自己負担限度額）を超えた部分に相

当する額を支給する「高額療養費」などがあります。 

<広域連合の役割> 

医療給付の審査・支払い、レセプトの点検・保管を行います。

また、給付実績を管理します。 

 

４ 広域連合及び関係市町村が行う事務事業と役割分担 
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<関係市町村の役割> 

医療給付に関する申請・届出の受付や相談業務など、窓口業務を行いま

す。 

 
（３） 保険料の賦課及び徴収に関すること 

後期高齢者医療制度においては、被保険者一人ひとりから保険料を徴収す

ることとされ、医療給付費等の約１割を被保険者全員で負担することになりま

す。 

保険料率の設定に当たっては、原則として県内で均一にするとともに、概

ね２年間を通じて財政の均衡を保つことができるよう算定を行います。 

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて

負担する「所得割額」の合計です。徴収方法は年金からの天引きによる特別徴

収と、納付書などで納める普通徴収の二種類があります。 

また、一定の基準に応じた軽減措置や特別な理由のある被保険者に対する減

免・徴収猶予の制度があります。 

<広域連合の役割> 

保険料率の決定、保険料の賦課決定、減免・徴収猶予の決定等を行いま

す。 

<関係市町村の役割> 

広域連合に所得情報や減免申請書等を送付します。徴収に際し、徴収方

法の判定を行い、普通徴収対象者には、納入通知書を送付し、特別徴収対

象者については、年金保険者へ徴収を依頼します。 

また、保険料の徴収及びその滞納整理を行います。 
 

（４） 医療費適正化に関すること 

医療給付の適正化のため、レセプトの二次点検等により、不正・不当利得

の発見や第三者行為の求償等を行います。 

また、レセプトデータを分析し、その結果を医療費の適正化に活用します。 

<広域連合の役割> 

レセプトの資格、内容、縦覧等の二次点検を行い、不正・不当利得の発

見や第三者行為の求償等を行います。 

また、レセプトデータに基づき、医療費通知やジェネリック医薬品利用差額

通知を行います。 

<関係市町村の役割> 

広域連合と連携して、重複・頻回受診傾向にある被保険者に対し、適正

受診のための保健指導を行います。 
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（５） 高齢者保健事業の実施に関すること 

後期高齢者の健康の保持・増進、生活習慣病の重症化予防、生活の質の向

上を目的に、「健康診査推進計画」に基づき、健康診査事業や歯科健康診査

事業を行います。 

また、「データヘルス計画」に基づき、健診異常値放置者受診勧奨事業・

生活習慣病治療中断者受診勧奨事業等を実施します。 

更には、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、高齢者保健

事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするた

め、関係市町村との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険保健事業及

び地域支援事業（介護予防）を一体的に実施します。 

<広域連合の役割> 

高齢者保健事業の運営主体として、「健康診査推進計画」及び「データヘ

ルス計画」を策定し、後期高齢者にふさわしい高齢者保健事業の企画を行い

ます。 

また、高齢者保健事業の一部を関係市町村に委託して実施するものとし、

実施に当たっては、関係市町村に対し、広域連合が保有する被保険者に係る

療養等に関する情報の提供や、関係市町村における取組状況の把握・分析・

評価など必要に応じた支援を行います。 

<関係市町村の役割> 

広域連合と連携して健康診査事業や「データヘルス計画」に基づく各種高 

齢者保健事業を実施するとともに、健康相談、健康教室などの機会を提供し 

ます。 

また、広域連合から委託された高齢者保健事業については、国民健康保 

険保健事業及び地域支援事業（介護予防）との一体的な実施の在り方を含

む基本的な方針を定めて実施します。 

 
（６） 電算処理システムに関すること 

広域連合では、関係市町村と役割分担しながら、県内全域の被保険者を対

象として、被保険者資格の管理、医療給付、保険料の賦課・徴収等の事務を行

うことから、これらの事務を一元的かつ効率的に行う必要があります。 

このため、関係市町村には、事務処理に必要な電子計算機器等を配置し、

専用回線によるネットワークを活用して、各種情報を共有し、効率的な事務

処理を行います。 

また、電算処理システムやネットワークの安定的運用及びセキュリティの確

保を万全なものとします。 
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<広域連合の役割> 
電算処理システムの運営に必要な電子計算機器等を適正に配置、更新しま

す。 
また、広域連合の情報セキュリティポリシーに基づき、情報資産の安全対

策を推進し、個人情報の保護及び管理を適正かつ的確に行います。 
<関係市町村の役割> 
電算処理システムを活用し、広域連合と相互に連携協力して、効率的な事
務処理を行います。 

 

（７） 不服申立てに関すること 

保険給付または保険料その他の徴収金に関する処分について、不服申立て

を行う仕組みとして、青森県に青森県後期高齢者医療審査会が設置されてい

ます。 

広域連合は、不服申立ての窓口になるとともに、申立てに対し、弁明書の

作成や閲覧等の求めに応じて資料の開示などを行います。関係市町村は、不

服申立てに対する相談等を受けます。 

<広域連合の役割> 

青森県へ提出する不服申立書の受理を行う窓口事務を行います。 

また、審査の際、不服申立人の求めに応じて、資料等を開示します。 

<関係市町村の役割> 

不服申立人からの相談等を受け、広域連合へ伝達します。 

 
（８） 広報活動等に関すること 

後期高齢者医療制度では、７５歳の年齢到達日に被保険者となるため、

日々、新しい加入者が増えていきます。 

円滑な制度運営のためには、青森県全体を網羅して周知を行う必要があり、

ホームページ、リーフレット、チラシ、ポスター、新聞広告、関係市町村が 発

行する広報紙等の各種広報媒体を活用して広報を行います。 

また、制度等についての問い合わせや相談に対しても関係市町村と連携しな

がら適切に対応します。 

<広域連合の役割> 

ホームページ、リーフレット等の作成のほか、関係市町村に広報用の原

稿を送付します。 

また、被保険者からの問い合わせや相談に対し、広域連合及び関係市町

村における対応のノウハウや先進事例の情報提供を行います。 

<関係市町村の役割> 

リーフレット等の配布、広域連合から受けた広報用原稿を基に、関係市

町村が発行する広報紙やホームページ等を活用して、後期高齢者等への周

知を行います。 

また、後期高齢者医療担当窓口において、各種相談等を受けます。 
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この広域計画の期間は、平成３０年度から令和５年度までの６年間としま

す。 

ただし、広域連合長が認めたときは、必要に応じて見直しを行います。 
 

 

 

 

後期高齢者医療制度を計画的かつ円滑に運営するため、広域計画に基づき 

「保険料収納対策実施計画」、「健康診査推進計画」、「データヘルス計画」

など、個別の実施計画を定めます。 

実施計画においては、できる限り具体的な目標を設定し、評価を行うこと

とします。 

５ 広域計画の期間 

 

６ 計画の推進体制 


